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関連技術基準等関連技術基準等関連技術基準等関連技術基準等（ケーソン護岸の防砂板等に関する記述の抜粋）（ケーソン護岸の防砂板等に関する記述の抜粋）（ケーソン護岸の防砂板等に関する記述の抜粋）（ケーソン護岸の防砂板等に関する記述の抜粋）

１．「海岸保全施設築造基準解説」（海岸保全施設築造基準　連絡協議会編）
・ ケーソン護岸の例がある程度（以下参照　Ｐ187）

２．「港湾の施設の技術上の基準・同解説（上巻） 平成 11年 4月」

（社団法人　日本港湾協会）運輸省港湾局監修

・ 第３編第７章 その他の材料　7.2プラスチック及びゴムの〔参考〕において、防砂布、

防砂板の規格が示されている。（以下参照　Ｐ350,Ｐ351）
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・ 第８編第４章　重力式係船岸において、壁体への土圧軽減を目的とした裏込めを施工す

る場合があり、背後土砂の裏込めへの侵入防止、裏込め材の吸い出し防止に防砂シート、

防砂板を設置するとしている。（以下参照　　重力式係船岸の設計例　Ｐ655）

・4.5裏込めの効果の〔参考〕に防砂シート・防砂板の記述がある。（以下抜粋　Ｐ661）

「(2)残留水位の増減により、裏埋土砂が裏込材の間隙に徐々に侵入し，このためエプロン

舗装の路盤基礎に沈下を生じることがあるので，裏込材背面には目つぶし等を行ったり，

防砂シートを設置することが望ましい。」

「(5) 沈下等の現場条件により，裏込材の吸出しのおそれがある場合は，壁体背面と裏込材

の間に防砂板を設置することができる。」

・4.6構造設計の〔参考〕に、防砂シート等の設置に関する記述がある。（以下抜粋　Ｐ662）

「(3) 重力式構造物においては，ブロック相互間や基礎捨石の間隙などから背後土砂の吸

出し防止を図るため，吸出し防止工を設けるものとし，必要に応じて，防砂シートなどを

設置することが望ましい。」
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３．「漁港の技術指針　1999年版［上］」（社団法人　全国漁港協会）水産庁監修

・第５編　係留施設　第２章　重力式係船岸　2.4 構造細目には裏込工に関する記述があ

り、特に吸い出し防止に関して詳述されている。（以下　裏込工の解説部分　Ｐ397、398）
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・また、同じく 2.4構造細目、［留意事項］の「裏込工」には、防砂布（吸出防止材）の材

質・規格の参考値が載っている。（以下参照　Ｐ399）


